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財政部は4月7日、「付加価値型及び非付加価値型

営業税法第6条第4号に規定する税籍登記が必要な

事業者の売上高基準」の改正を公布しました。国外

電子事業者が台湾で電子役務を自然人に提供する

場合、税籍登記を申請しなければならない年間売上

高基準が同日よりNT$48万からNT$60万に引上げら

れました。

今回の改正は、国内小規模事業者の営業税徴収開

始基準額（役務提供）が月額売上高NT$4万から

NT$5万に調整されたことに合わせたものです。財政

部は国内外の電子事業者の租税規定を整合させる

ため、国外電子事業者の登記基準額を同様に調整

すると発表しました。

改正規定の発効前に、すでにNT$48万の売上高に

達している国外電子事業者は、従来の規定に基づき

税籍登記手続を行う必要があります。

国外電子事業者の定義

 台湾内に固定営業場所を持たない事業者、機

関、団体又は組織(即ち「国外事業者」)

 インターネット又はその他デジタル方式を通じて、

台湾内の自然人(個人)に電子役務(例：オンライ

ン映画や音楽、クラウドソフトウェア、ゲームポイ

ント等)を提供する者

また2023年1月1日より財政部は、国内事業者がイン

ターネットプラットフォーム、モバイルデバイスアプリ

ケーション(APP)又はその他の電子方式により、物

品販売又は役務提供を専門又は兼業で営む場合

(以下、「ネット販売に従事」と称する) 、その税籍登

記項目に「ドメイン名及びネットワークアドレス」及び

「会員アカウント」を追加し、かつ事業者はインター

ネット販売ウェブサイト及び関連取引アプリ又はプロ

グラムに「事業者の名称」及び「統一番号」を明確に

掲示しなければならないことが規定されました。さら

に、ネット販売に従事する事業者は、会員の取引記

録の保管及び提示に協力する義務も負います。

(KPMG Japan Practice News 2022 No.12参照)

営業登記に関しては、最近、ある企業が実際の営業

内容が登記営業項目と一致していないことを理由に

処罰を受けました。企業に営業内容の変更がある場

合は、登記営業項目の変更要否を確認し、実体に応

じて変更登記が必要です。変更の要否が不明な場

合はKPMG登記サービスチームにご相談ください。

財政部による国外電子事業者の税籍登記基
準の引上げ

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tw/pdf/2022/08/Kpmg-News202212J.pdf
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国内事業者の営業税の徴収開始基準

販売対象又は種類 基準(金額) 発効日 説明

売買業、製造業等

(物品販売)
月間売上高NT$10万

2025年1月1日

適用開始

2025年1月～3月

納税期間

2025年5月1日～同

月10日

内装業、広告業等

(役務提供)
月間売上高NT$5万

国外電子事業者の税籍登記基準の調整情報

国外電子事業者の税籍登記基準

販売対象又は種類 基準(金額) 発効日 説明

インターネット又はそ

の他デジタルによる、

台湾内の自然人に対

する電子役務の販売

年間売上高NT$60万 2025年4月7日

改正規定の発効前

に、年間売上高が

すでにNT$48万に達

している場合は改正

前の規定を適用。
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